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環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律
(平成＋五年七月二＋五日法律第百三十号）

(目的）

第一条このi｣:ilrは、lMl1rで忠みllHかな環境を維持しつつ、

珂境への(1荷の少ない腿１筈な綴i升の捲腔を１．４１)ながらＩI「

統的に発展することができるｉｌ会（以下「持統'１J能な社

会｜という）を構築－ｹるこで1i難lf、ILl民及びこれらの

片の靴繊-『ら災IHIの111体（以ﾄﾞ「lK1災、災１１１１川体淳」と

いう.)が行う現境保釘iIi勅､itぴにその促進のための凝塊

１１Mｲrの愈欲の榊進及び環境牧７１Ｆが１K蟹であることにかん

がみ、環境(１１１余沽効、畷境保令の心5欲のin巡及び環境牡

ｆ『について､)“ｆ理念を定め､並びにlH11造､比ｌ１１１１Ｉ１ｉｌｚ等､1K｜

ノムぴ地〃公此ＩⅡ体のif(勝を明尹，かにするとともに、雑イミ

ノノ21の簸定その他の】lFi境保令の意欲の琳進ﾉ上ぴ現境敦ｆｉ

の推進'二必'典な1F項を>とめ、もってlWli及び将来のﾛﾊと

の健喉で文化的な生iBの確保に寄'ｊ･することをll的とす

る

(定義）

第二条このＷｌｔにおいて「環境保《YiB動」とは、地球ｊｌｕ

ｊｌＺ保全、公;ｉｆの防l1z、１１蛾環境の保,猛及び慾(Miその他の

jHMjEのUM余（11好な原境の(iⅡ111を含む．n卜１１iに「環境

のIliL余｜という」をｉiたる目的としてlLI発的に１tわれる

ｉＢ動のうち、環境の係イャヒ1h銭の効ⅡLをｲｨするものをい

うに，

Zこのi｣:ilDにおいて「環境保令の怠欲のjWjLIとは、凧

jjZの保全にIMIするWiMlの捉供並びに環境の保令に１１５－ｹろ

ＩＩＳ験の機会の捉ljL及びそのIlIiTrの11Vjであって、環境の

保くそについての理堺を深め、及びIWi境保全in肋を行う意

欲を榊進するために行われるものをいう：

３この法iI1において１猟暁孜1fi」とは、環境の保全につ

いてのBl1鯛を淀めるため'二行われる瑚境の保《Ｐに間する

ｻﾞkfi及び学刊をいう＝

(基本理念）

第三条環jjZ(M令摘動、嘱境保令の.世欲の1W進ﾉHしび環境戟

ｆｉは、地球環境がもたら-1-忠みを持続的にTjK愛すること、

19.かな【21黙を促イル及びｆ｢成してこれと共'|〈する｣也域社

会を構築することi11びにiIi噸型Ⅱ会を形成し、】見境への

（1荷を低減することのUIT腱性を蹄まえ、Ｉ玉1hと、hLlIIⅡn体

聯の[1発的.低思を草１Ｋしつつ、持統１１１能なfl:会の構築の

ﾉｰめ'二社会を桝成する多様な主体がそれぞれ迎切な役割

をⅡ(たすこととなるように行われるものとする』

２噸塊保全活動、環境係余の意欲のjnj1uAび現唖敬ｆ｢は、

厳林、［111N、公１判、河川、ｉＮＭ、ｉｌＷｉＬ、海洋弾における

ｌＷｔＨｓ験活動その他の体験in勤をj、じて現境の侭'1\につ

いてのJM1解と１１０心を深めることの菰Ⅲ典fIIを踏まえ、地域

（Ｍとその他の}l:会を構成する多様なＭＥの参！)ⅡとＭ１ﾉﾉを

ｉ!;るよう努めるとともに、途lｻﾞl性を航慨しながら継続的

に↑｢われるもり)とする。

３Ｊ胤境保全１冊IFII、環境保（どの意欲のjnj1L及び唖境孜ｆｒは、

潅林、Ｉｌｌ１制、公ＫＩＩ、iitl1ll、湖沼、海111、海洋癖における

111然環境をはぐくみ、これを維持杵剛することのDIi奨性

について一般のｊ１ｌ解が深まるよう、必`妥な配Miiをすると

ともに、ｌ副ﾆﾋの保全その他の公避とのI卿輔に閉息し、ｉｔ

ぴに112杯水産災その他の地域における廠堆との,J61nl、地

域化1tの生活の安定及び刑111の維持Ｉｉ１ｌｌ並びに地域にお

けるJ､境の保全に11U-ケろ文化及び歴史の継承に配瞳して

行われるものと-ｲｰる｡

(国民、民間団体等の責務）

第四条IHI民､民１１１Ⅱ１１体尋は､IiI炎の雄ｲﾐ蝋念(以ﾄ'１iに｢基

本卵念」という．）にのっとり、環境(lll《?渦動及び環境教

ｆｉを「Iら進んで行うよう好めるとともに、環境(liVirの意

欲のj(1巡そ(7)他ﾘ)環境の(；(くど【二関する取組を行うことに

より、他の将のitう環境{IILくそii1i動、現塊保全の.⑪欲の噸

進及び環境孜frに脇ﾉﾉするよう努めるものとする

(国の質務）

第五条lK1は、総i斤祉会の変化に伴い、付統可能なｉｌ会の

櫛壌に関しlKlhL、ＭＨⅡｊｌｉｌ輔がｉｊうHWi境保全i8iM1、環境

保令の懲欲のjllj1L晩ぴ現jjZ牧ｆｉのJILたすべき役荊がよ'）

爪凶となることにかんがみ、堆本JW1念にのっとり、環境

の(Ｗ１号に関する施鞭の災定ﾉiぴ実施'二．'1たっては、環境

係friA動、現塊ＩＭ会の愈欲の墹進及び踊境牧了『を行う1蚕１

民、Ｍ１ⅡⅡ休耕iとの適切なｊｌＭ１をﾋｴ1るよう留意するもの

とする､

２１H1は、基ｲﾐFI1念にのっとI)、環境係くごの意欲のj(?進及

び噺境紋ｆｉのｲIl1jlLに関するﾉﾙｲ烏的かつ総合的な施蛾を蕪

だし、及びｺﾞﾐ施するよう努めるものとする‐

(地方公共団体の質務）

第六条」山方公此ＩⅡ体は、jM4jMl念仁のつとI)、畷境保全

の怠欲のIPI進及び現境孜ｆｉの推進に倒し、［Tilとの適切な

役割分拠を蹄まえて、その地力公共l川１sの区域の1.1然的

環焚微かVOL､１３－２
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Ｉ､境牧行に係る牧行職、の猫ｉｉｉの向上のための擶iItその

他必婆な描舩を勘ずるよう努めるものと１･ろ。

３１H1は、都近llfML及び市日｢ｉｌに対し、鰍一TIに規定する

施餓及び前J1(にjll定する機ｉｆに関し必興なIllj茜、指弾そ

の他の措世を識ずるよう努めるものとする。

､ｌｌＫＩは、iMim【lのlIHmを識ずるに当たっては、郁近MfIIMi

ぴilj町村に力i几、第十七条の岨定による愉報の提供（輔

-1.-.条第七項に規定する敬難人材灘定搾りl業にＩＭＩするｈｌｌ

ＭＩの提供を含む｡)その他の】､境教育の推巡に資するlfiIIl

のM2供等によ')、学校舷YjF及び社会教ﾌﾟfにおける環境紋

TjGの爽施の際に、環塊の保全にlＩＩＪする知織、経験弾をｲI

する人材が広く油111きれることとなるよう、適切な配116

をするよう努めるものと-1･ろ。

５１KI、祁迫lIfUiL及びili町村は、環境牧汀の内容及び方法

についての測iIi研究を行い、その結来に応じて、これら

の改酋に努めるものとする参

(職喝における頂暁保全の愈欲の増進及びrii境教育）

第十条。】I難村及びI酊民の細撤する民１１１１のＩＪＩ体く次JUN及び

鰯完'一三条鋪一爪において「民IlIlmHL」という｡)、リ１１離

：総倒並びに地方公共Ｉ】lⅡ8は、そのjiKllける昔にjtlし、

堀境の保全にIMIする知識及び技能をIiij上きせるために必

奨な環境保全の意欲のjnjLxは環境教ｒｒを行うよう努め

るものとする。

２Ｍ､郷道府HMiぴ71J町村は､民１Ｍ団H5xは11$業者であっ

てその凧川する滑に対して現境保全の愈欲の墹進又は環

境戦f『を行うものに対し、環境の保全にINIする指導を行

うことができる人材、環境保全の怠欲の１１１進又は環境紋

ｆｒに係る資ﾈ;１群に関するliflliの提供その他の必要な支援

を行うよう努めるものとする。

(人材昭定等醜業の登録）

第＋－条環塊の保全にIluするjHl識及び琉境の保全に１１，Ｉす

る術漁を行うiiﾋﾞ刀をｲ丁する将を育成し、又は認定するＩＩ

雛（以下「人材i魁定等1【業」という｡）であって主務杵令

で定めるものを行うに1民、民IMI団体群は、当該人材鰹定

辮１１業について、主務大Iiiの般録を受けることができる。

２ｉｉｉ狐の登難（以下この灸及び鯖十三条から第十五条ま

でにおいて1iqに「登録」という｡）のｌｌＷｌをしようと.#.ろ

jIfは、二i:獅桁ｲ丁で定めるところによ')、次に掲げるpIIJi

をil2jM（したlIIiilI1IFを主務大Miに提ＩＩＬなければならない。

－．氏名又は総称及び住所jjIiびに法人その他の団体にあっ

ては代表巷の氏粉

二人付認定柳FII業のIAl容

三その他='二筋fi令で定ぬるり噸

３次の名囲.のいずれかに鱗11iする者は、《H鍬の【lliiiを-ケ

祉会的条IPI:に応じた施雄を簸定し、及び災施するよう努

めるものとする。

(基本方針）

蕊七条政IITは、現境保全の怠欲の琳巡及び原境紋ｆｉの推

進に関する鵬本的な方針（以下「基本方針･」という｡）を

定めなければならない。

２雑木方２１．には、次に1MげるJ1噸について、環境保全iｉｉｉ

動、環境保全の意欲のlMjlL及び現境教ｆｆの助向搾を肋梁

して、定めるものとする。

一・環境保全の愈欲の湘巡及び環境敬Ｔｒの推進にlllIする鵬

本的な11,Ｋ

ｴ：環塊保全の意欲のin進及び現境教Ｔｉの推進'二ＩｌＵＬ政I付

が実施すべき施莱にDIIする鵬本的な刀３１

三その他珂塊保全の意欲の琳進及び唖境紋育の推巡に|Ｍ１

する丞饗な1噸

３環境大[;i及び文部科学大IWiは、無水刀§{の案を(111庇し､

IHI縦の決定を求めなければならない。

`１環境大I;i及び文部I;}学大Iliは、J脾本方針の案の作成に

｜Ｍ１する1噸のうち、農林水産右、経i汁派業竹又はl9ilf炎

ｊ､柑の所炊に係るものについては、そｵLぞれ、風林水産

大便、総i(j)it業大臣又は''1上交jUn大IIiと尖lpIして行うも

のとする。

５原境大Ili及び文部科学大I【fは、基ｲﾐｶﾞｶﾞ|･の案を作成し

ようとするときは、広く－學股の童児を聴かなければなら

ない。

６環境大M1及び文部科学大IHIは、鯲三瓜の規定によるＩＨＩ

縦の決定があったときは、逃諦なく、ノ舟木方針を公災し

なければならない。

７第三nmからIiIjJnまでのjjL泥は、雑イリj21･の変虹につい

て準ﾉﾙｹろ。

(都迩府県及び市町村の方針、計画等）

第八条都ｉｎ府1M;及びili町+lは、無水方，Iを勘案して、そ

の都道府UI1XはIIJ町村のIif域の自然的Ｍ:会的条11;にLi2Lじ

た環境保全の意欲の111巡及び現境教Ｔｉの推進にllU-l･ろ方

針、計iHii鞭を作成し、及び公表するよう努めるものとす

る。

(学校教育等における環境教育に係る支掴等）

第九条IgI、ilijn府1AL及びili町村は、IK1Iqが、その捲述段

PIfに応じ、あらゆる機会を辺じて環塊の保全についての

jFH解と関心を深めることができるよう、学校教行及び社

会孜育における環境紋ｆｒの推進に必奨な施莱を識ずるも

のとする。

２回､都jUU（fML及びiIT町村は、環境のｌｈＬ全に|１０する体験

学iW等の学枕牧育における環境教ｆｉの光英のための鵬lPf．

項鐘教芹ｖｏＬＩ３２
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ることができない。

－．鰯r:1-六条に叫定するUlIを犯し、ⅡＩに処せられ、その

執行を終わ')、ＸはそのＷＷｉを受けることがなくなった

Ｈから二年を総遇しないＩｆ

：鰯llul条第・Hiの規定'二よi)笠鰍を取りiifぎれ、その

取iiiしのHから：年を総遇しない折

司法人その他の川体であって、その役Lｌ（法人でない|ｌ１

体にあっては、その代表折）のうちにIMi=Ｗ)いずれか

に譲当する希があるもの

`ｌ主勝大脇iは、益録のIIniiOlに係る人材魑定弊１１難が次の

各号のいずれにも適合しているとiiHlぬるときは、その盗

録をしなければならない。

－‐鵡水〃針に照らして適切なものであること。

完環境の保全に側する知識及び環境の保全にIlUする指導

を行う能力をｲｵﾅろ者の行成又はii必定を週iEかつ確突に

行うに足りるものとして１１勝満令で定める鵬iVLに適合~1．

るものであること。

５主務大臣は．般趾をした｣腸会においては、巡擶なく、

その時を111諸ITにj､知するとともに、その汁を公示しな

ければならない。

６主務大臣は、級搬のIIIOiHに係る人材蝿定辮11柴が鰯IILl

唄各紗･に掲げる盤''１:に適合しないと019ぬる淵介において

は．jlLHifなく、その理由をＪ１《して、その旨をIIIUli潴にｊ、

知しなければならない。

７登録を受けた人材iig定蛎u1l業（以下「登録人材認定聯

pI3業」という｡）を行う何Iu、民lIIIIlⅡ卜等（以'イ篭録腿

ＩｌＩＩ団ｲｲ蝉」という｡）は、第二:攻各賤に１１iげるリIIiを変災

したとき又は盗鍛人材週ﾗﾋﾞ搾り；業を腿IILたときは、ｊ；

勝fi俗で定めると二ろによ'人遅滞なく、その汁を主務

大臣にIiI1け出なければならない。

８主勝大臣は、IiI｣]【[の規定によるliMHIがあったときは、

迎滞なく、その行を公示しなければならない。

(報告、助言等）

第十二条ｊ鐇大IIiは、避難民111ⅡijIll錦に対し、その突施

する般鰍人材認定癖!;業にllllL、笠鰍人材認定群PIj業の

適正な〕噂施を砿(鼎するために必要なM1皮において報告端

し<は満科の提111を求め、又はその火施する級雛人材趨

定等11難の週lliな辿懲をl鷺Iるため必奨な助伝rをすること

ができる。

(表示の制限）

第＋三条人材勘定鞭Ⅲ業を行う者は、当該人材I凹疋等ﾘﾄﾞ

難について、益鰍を受けていないのに．蔽難を受けた人

材認定柳11乗を行う稀であると明らかにi渓iillされるおそ

れのある炎示をしてはならない。

(登録の取消し）

第十四条？k勝大臣は、次の行ij･のいずれかに該｣iする蝋

介には、《&鰍を収I)ii↑すことができる。

一般録人材`出走群TII難が、第1.-.条第IuIWf号に１Ｍげる

喫件に適合しなくなったとき。

二級難民IIIIl．Ⅱ体等が、筋十一一条第三Ⅲ(各ijPのいずれかに

ｉl鯉iするに護ったとき。

三益録民I1I1IllI卜等が、錐}･三条の規定による報;ＩｉＸは資

料の提出を求められて、報告１?し<はiIf＃:}の提lHをせず、

Ｘ【よ虚偽のIllIOi若しくは資料のＩＭＩをしたとき。

Ｉ１ｑイガ難民１１１ⅡＪ１ｲｨﾆ謙が、１４１)その他不I眠の手段にJElj笠録

を受けたとき｡

221:勝大IXiは、前Ⅱ(のljL定により登録を収I)消したとき

は、迎滞なく、その剛''1を示して、その片を当i没《&殿の

収iiiしを受けた者にjmiⅡするとともに、その旨を公示し

なければならないｃ

(主務省令への委任）

第十五条姉1.--条から１１１条までに定めるもののほか、篭

jLAに関し必蝿な218J(は、ｊ務桁ｲｧで定める。

(揺述府県又は市町村が行う人材の育成又は腿定のための

取組に対する愉報提供等）

第＋六条Zii筋大臣は、都近MHMFXは市町村が環境の保全

に|１０する人材のff成又は趨定のための取靴を行う期合に

おいて必要があるとu鰹ぬるときは、荷報の提供．助i;．

Ｉ什導その他の必要なlHiIuを識ずるよう努めるものとする。

(人材の育成又は鱈定のための取組に関する愉報の収典､提

供等）

第十七条ｊＨ研人匝は、１１K1足、比ⅢⅡⅢ体輔の行う環境の保

全に閲する人材のfr成えば遡定のための取組に側する術

１１１の収某、驚班及び分ｲﾄﾞiK並びにその結采の捉供をｲ｢うも

のとする。

(人材の育成のための手引その他の資料等の閲の向上）

第十八条=l締大臣は、瑚境の保令にIHIする人材のｆｒ成の

ための手ﾘlその他のffll聯の作成、提供輪;を行うljKllt、

民ⅢⅡ１１体聯の求めにlijIじ、必典なⅢ）言を行うよう努める

ものとする。

２１{勝大I;i'よ、｝HIH(の祷|その他の涜科鰍の質のｉｉ１ｌＬを

IXIるため、これらにIⅢ巡り゛ろfliII【の収眺、艦理及び分ｲｌｉ

並びにその総IILの提供を行うものとする。

(環喚保全の愈欲の増進の拠点としての機能を担う体制の

整備）

第十九条回'よ、回民、julll団体瀞jikぴに邪jiillf県及び０１丁

町Ｈが行う現椀保全の愈欲のjiIjLと相まって、環境{M全

の避欲の卿進を効果的に推進するため、次に掲げる拠点
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環境1M金の意欲のj仙進の内容に関するliIi報その他の環境

の保全に111ＩするWiMiを枇極ｎｌに公Ｊとするよう努めるもの

とする。

２胚Iは、liiriの↑ｉ報の収Ⅱ』、整理及び分析並びにその雑

JILの提供を行うよう努めるものとする。

(配虜等）

第二十四条Ｅｌ及び地方公共１１１体は、この法il1に雌づく摘

世を爽施するに21iたっては、現境保全の意欲のin進又は

環境牧ｆｒを行うIliI民、民111Ⅱ１１体等のI:I立性をlM1Ifするこ

とがないようIHlIliするとともに、当11k拾鯉の公正性及び

透Iﾘ】性を確保するために必奨な措慨を灘ずるものとする。

(主務大臣等）

第二十五条この法iI2における主務大胆は、環境大臣、文

部枠;:大原、農林水産大lli、経済硴撚大臣及びIEI｣二炎j、

大臣とする。

２二の法作における主務fi令は、環境大臣、文郁科学大

IiL、農林水産大IIi、経済施難大臣及びHil土交j､大腫の発

する命令とする。

(罰則）

第二＋六条次のff5-のいずれかに談当する将は、三十)ｊ

n以下の罰金に処する。

-．偽りその他不iKの手段により第十一条第一Ⅲiの登録を

受けた洲

二第-1.二条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、

又は虚偽の報11諾し〈は街科の提111をした粁

第二十七条法人の代巽稀又は法人端し<は人の代理人、

使111人その他の従莱者が、その法人又は人の薙務にllllL、

前条の述反行期をしたときは、行為将を罰するI匙か、

その法人又は人にjtilしてlijl灸の刑をＩＩする。

第二＋八条次の行5-のいずれかに被当する稀は、十万}１１

以下の過科に処する。

一第十一条第七Ⅲiの規定によるlillIlをせず、又は虚偽の

liiilllをした粁

二第十三条の規定に違反した箸

としての機能を担う体IMIの砿附に努めるものとする。

一ITiI民、災IIll団体等が行う現境保全の意欲のjM進のIAI客

ｉ二llUするＷｉ↑Mその他鞆境の保全にIHIする1hN（及びfi枡を

収架し、及びlAMl［す過こと。

二環境の保全に|１０する人材のfi成のための手引その他の

?i科等に係る助司を行うことその他環塊の保全にlIUし、

１１M余及びⅡⅡMiに応じ、雌ぴに必要な助汀を行うこと。

三環境保全の意欲のjⅡ逆を行う側民、民111ⅡJ1作聯|ⅡIi:１１１１

のWi報交換及び交流にIHIし、その機会を促Ijこすることそ

の他の使耐を供与する二と。

1ｍその他環境保全の意欲のj勅巡を行うこと。

２１ｉｉｉ近Ilf1I(及び市町Ｈは、そのlfIl道I付UULXは市町Ⅱの区

域の自然的11:会的条lbI:に応じ、１１M民、災１１１１団体蝉及び回

が行う現塊保全の愈欲のjII進とｲ11まって、唖境保企の意

欲の端進を効果的に推進するための拠点としての機能を

Ｉｕう体制の溌備(次】0mにおいて｢拠点機能賎備」という｡）

に努めるものとする。

３１KIは、ｉｉｉ近Ilf県及び市町村が行う拠点機能整備につい

て、必饗な支援に努めるものとする。

(国民、民間団体等による土地等の提供に関する描置）

第二＋条Ｉ印は、土地又は迅物の所有者又は使Wl及び収錘

をlil的とする権利（臨時没Iilその他-11$使川のため般定

きれたことが明らかなものを除く｡）をｲiする溝（IEI民、

民'111団体輔に限る｡)が当該土地又は迅物を自然体験活動

の腸として腿供することその他の多数の将を対象とする

のにふさわしい環境保全の意欲の増進に係る体験の機会

のj勘としてI:1発的に腿供することを促巡するために必要

な描紐を識ずるよう努めるものとする。

(協側取組の在り方等の周知）

第二＋一条lRIは、協鋤l蝋１（二以上のIRI民、民１１１ⅡⅡⅡB弊

がそれぞれ適切に役荊を分担しつつ吋翰;の立場において

lllfLに脇ブルて行う現境保全の怠欲の111逃その他の現境

の保全に１１１Ｉする取組をいう。以下この灸において10りじ｡）

について、その在l)方、そのｲ｢効かつ適切な突施の方法

及び協働jlＩ組相互の述柵のｲ111)方のlAlj〔11のために必要な

１１縦を無-rるよう努めるものとする。

(財政上の描画等）

第二＋二条［』iI及び地力公共111体は、堀娩保全の泄欲の墹

逃及び環境舷ｆｆの推進に必饗なⅢ政｣二又は税制｣そのIIi紐

その他の1冊iluを識ずるよう努めるものとする。

(愉報の積極的公表等）

第二＋三条ﾛ、地方公共団IIB、民lIlllTI体及びＬｌｊ乗打は、

Bii塊係全の.酋欲のjII池その他の現境の保全に61Jするj11釦

への回民、民IIUEI体聯の参１１Ⅱを促進するため、その行う

附則

（施行期日）

lこの法１１１は、平成十五fl2-けｌ－Ｈから施行する。ただ

し、第十一条から第1-六条まで及び鋪二'一六条から雄よＺ

十八条までの肌定は、平成1．六年l･ﾉ１－日から施行する。

（検討）

２政府は、この法ilrの施行後五年をⅡ途として、この法

ｉｌ増の施行の状況について検Ｉ付を力Ⅱえ、その紬采に鑑づい

て必挫な描般を撫ずるものとする。
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